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内閣府公益認定等委員会 



 

 

平成２２年１２月１日 

 

新公益法人制度施行三年目を迎えて 

～民による公益の増進を目指して～ 

 
○新たな公益法人の誕生 

平成 20 年 12 月に新公益法人制度が施行されて以降、各法人において認定等に向けた取組みを進めて

いただいていると思います。内閣府では、これまでに約 900 件、最近３ヶ月だけで約 300 件の申請を受

け付けており、申請に対しては、民間による公益活動を行おうという志に基づく法人の創意工夫や自主性を

できる限り尊重し、「暖かく」審査に臨み、これまでに約 400 件について認定等を行ってまいりました。 

公益認定を受けた法人には、民法制定の際（明治 29 年）から活動され社会への貢献を続けている法人や新

たな課題への研究を支援する法人、海外からの留学生を支援する法人、環境問題に取り組んでいる法人など

様々なものがあります。こういった法人が、社会の多様なニーズに応え、より良い社会の形成を担っていく

ことを期待しています。 

○「柔軟かつ迅速」な審査 

現在、内閣府では、「柔軟かつ迅速」をモットーに、申請から４ヶ月で公益認定等することを目標として

おり、法人の皆様の意向をできる限り尊重しながら、論点を本質的なものに絞り込んだメリハリのあるスピ

ーディーな審査を心がけています。本年４月以降では約 220 件の認定等を行っています。 

今後も、多様で良質な公益の担い手を積極的に世に送り出していきたいという考えのもと審査・監督を進め

てまいります。 

○申請の早期検討のお願い 

従来の公益法人からの移行期間（平成 25 年 11 月末まで）が残り３年を切りました。まだ時間的余裕

を感じている法人関係者もおられるかと思います。しかし、移行申請にあたっては、新しい定款など社員総

会や理事会で決定を要する事項があり、申請後、当該事項に修正の必要が生じた場合には再度社員総会等を

開催することとなるため、慎重に検討を進めていただく必要があり、準備には想定外の期間を要することも

あります。内閣府では、これまでも、窓口相談の拡充や業態別説明会への講師派遣などの取組みを進めてい

ますが、さらに申請の検討ポイントなどを解説した動画コンテンツの配信や民間の専門家を活用した相談会

の地方開催など、申請サポートの充実に取り組んでいきますので、それらも活用しながら、早期に申請して

いただくようお願いいたします。 

○今後の非営利活動への期待 

個人の価値観が多様化し、社会のニーズが多岐にわたってきている時代においては、行政部門や民間営利

部門だけでは様々なニーズに対応することがより困難となっており、民間非営利部門の活躍が益々期待され

ていると考えています。また、寄附やボランティア等の非営利活動への参加は、職場などでは経験できない

自己実現の機会を増やすとともに、社会に貢献することの喜びを実感させるものになると考えています。私

たちの一人ひとりの活動により、社会そのものが隅々まで活力に充ち溢れ、「寄附文化」が醸成された厚み

と深みのある「全員参画型社会」になることを期待しており、公益認定等委員会としては、審査を通じて、

こういった社会形成の一端を担えるよう取り組んでまいります。 

 

公益認定等委員会 委員長 池田守男 
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（付注） 

 公益認定等委員会の活動状況は、認定法第４８条に基づき内閣府公益認定等委員会の１年間における事

務処理状況を公表するとともに、併せて都道府県の合議制機関の１年間における事務処理状況や委員会

の業務に関連する内閣府公益法人行政担当室の業務も記載するものである。 

 公表の対象は、平成 21 年 12 月１日から平成 22 年 11 月 30 日までの事務処理状況である。本報告

で使用するデータは、国・都道府県が共同で運用する公益認定等総合情報システムにおける業務処理情

報から算出している。 

 本報告で用いる法令の略称は、以下のとおりである。 

・法人法     一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号） 

・認定法     公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号） 

・認定法施行令  公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令（平成 19 年政令第

276 号） 

・認定法施行規則 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則（平成 19 年内閣府

令第 68 号） 

・整備法     一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第

50 号） 

・整備法施行規則 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則（平成 19

年内閣府令第 69 号） 

  なお、根拠法令の条数等を（ ）囲みの中で示す場合は、次の略式で表記している。 

   ＜例＞ ○○法第 1 条第 2 項第３号：○法§1Ⅱ③ 
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第１章 総論 

第１節 新しい公益法人制度の概要 

   

平成 20 年 12 月１日に、平成 18 年度に成立・公布された公益法人制度改革関連３法が施行され、主

務官庁の許可制による従来の公益法人制度を抜本的に改め、新たな公益法人制度が創設された。 

旧民法第 34 条に基づき設立された従来の公益法人（以下「特例民法法人」という。）は、主務官庁の

許可を得て設立された民間非営利法人であり、約 24,000 の法人が、行政や民間営利部門では満た

すことのできない社会のニーズに対応する多様なサービスを提供し、我が国の社会経済の中で大きな

役割を果たしてきた。他方、公益事業とはいえないような事務・事業を実施している、理事が不適切

な運営をしているなど様々な批判を受ける特例民法法人も存在したほか、主務官庁による設立許可の

基準が不透明など制度への批判も生じていた。旧民法の公益法人制度は、明治２９年の民法制定以来、

抜本的な見直しが行われず、社会経済情勢が変化し、民間非営利部門活動がますます重要になる中で、

時代の流れに対応しきれず、いわば制度疲労を起こしていたとの指摘もあったところである。 

そこで、民間が担う公益を我が国の社会・経済システムの中で積極的に位置づけ、その活動を促進

するとともに、これまでの公益法人について指摘された諸問題に適切に対処する観点から、公益法人

制度に関する検討が重ねられ、平成１８年の通常国会において、公益法人制度を約 1１0 年ぶりに抜

本的に改革する公益法人制度改革関連３法が成立した。 

新制度においては、法人の設立と公益性の判断を分離し、法人法の要件を満たせば、登記のみで一

般社団・財団法人を設立することが可能となった。その上で、行政庁（内閣総理大臣又は都道府県知

事）が、民間有識者からなる合議制機関の意見に基づき、法令で明確に定められた公益認定の基準に

適合するかを一元的に判断するとともに、公益社団・財団法人の監督を行うこととされており、制度

の中立性の確保と透明性の向上が図られている。 

 

 ＜付属資料１＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「新しい公益法人制度施行までの経緯」 
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＜図１＞  「公益法人制度改革の概要」 

 

 

 

 

 
 
 
   

 

（新制度） 
◎主務官庁制・許可主義の廃止 

   法人の設立と公益性の判断を分離 

各主務官庁の許可 

各主務官庁の自由裁量 

・自由裁量  ・縦割り 

＜民法に基づく社団法人・財団法人＞ 

一
体
的 

①一般社団法

人及び一般財

団法人に関す

る法律 

〇法人の設立 

登記のみで設立

・準則主義 

＜一般社団法人・一般財団法人＞ 

②公益社団法

人及び公益財

団法人の認定

等に関する法

律 

〇公益性の認定 

一般社団法人・一般財団法人からの申請に対

して、民間有識者からなる合議制の機関の意

見に基づき内閣総理大臣又は都道府県知事

が認定 

・統一的な判断（縦割り行政からの脱却） 

・明確な基準を法定 

＜公益社団法人・公益財団法人＞ 

③整備法 

①②の施行に伴

い中間法人法を

廃 止、 民法そ の

他の諸法律を整

備する 

（従来の公益法人制度） 

○公益性の判断 

○法人の設立 

◎法人設立等の主務官庁制・許可主義 

   法人の設立と公益性の判断が一体的 

分
離 
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第２節 公益認定等委員会 

 

１． 公益認定等委員会 

  新制度においては、民間有識者による合議制の機関が、公益認定等の申請に対する処分や監督処分等の

手続に関与し、旧主務官庁の意向に左右されることなく実態に即した適切な判断を行う仕組みを設けるこ

とで、行政庁が行う公益認定等の申請に対する処分、監督処分等の客観性・透明性を担保し、制度に対す

る信頼性を確保することとされており、国においては、内閣府に、７名の委員で構成される公益認定等委

員会が設置されている（平成１９年４月１日設置）。 

委員会の委員は、任期は３年で、人格が高潔であって、委員会の業務に関し公正な判断をすることがで

き、かつ、法律、会計や公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を

得て内閣総理大臣が任命することとされている。（認定法§３５）委員は独立してその職権を行うこととさ

れ、また、原則として在任中はその意に反して罷免されることはない等、委員の独立性が担保されている。

（認定法§３７・３８） 

公益認定等委員会は、内閣総理大臣からの諮問に応じ、①公益認定等に関する申請等に対する答申、②

公益認定等に関する政令及び内閣府令の制定又は改廃の立案等に係る審議、内閣総理大臣からの委任に基

づき、③公益法人等に対する監督、等を行うこととされており、平成 20 年 12 月１日の新制度施行後は、

主に、公益認定等に係る内閣総理大臣からの諮問について審議し答申を行ってきている。平成 20 年 12

月１日から平成 22 年 11 月 30 日までの 2 年間で、８０回（うち、この１年間で４７回）の委員会を開

催した。 

平成 22 年３月の第一期委員の任期満了に伴い、委員の改選が行われ、平成 22 年４月１日から第二期

委員会がスタートした。 

  ＜付属資料２＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「委員会委員名簿」 

＜付属資料３＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「委員会運営規則」 

＜付属資料４＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「審議の基本方針」 

＜付属資料５＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「審議の中立性・公正性の確保について」 

＜付属資料６＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「監督の基本的考え方」 

＜付属資料７＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「組織・事務に係る法令の概要」 
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２． 最近の取組み 

（１）第二期委員会の発足 

平成２２年４月１日から第二期公益認定等委員会がスタートした。第二期においては、第一期と同様

に法人の創意工夫や自主性をできる限り尊重し、引き続き「暖かく」審査に臨むとともに、新たに申請

から原則４ヶ月以内に処分することを目指し、多様な公益の担い手を積極的に世の中に送り出せるよう

「柔軟かつ迅速な審査」を進めている。 

 

（２） 各種メッセージの発出 

① 大臣メッセージ 

平成２２年７月２２日に、委員会に関する事務を担当する蓮舫内閣府特命担当大臣から、「民」によ

る公益の増進を積極的に応援する立場から、法人関係者に向けて、「柔軟かつ迅速」をモットーにスピー

ディーな審査を進めていることを紹介し、早期申請の検討を勧めるメッセージが発出された。当該メッ

セージは、特例民法法人に向けて直接送付され（約 1 万 5 千法人）、ホームページにも掲載された。８

月１８日には、同様の趣旨の蓮舫大臣の動画メッセージがホームページに掲載された。また、平成 23

年１月１日には、法人関係者を含め一般国民に向けて、「民」による公益の増進の取組みへの協力をお願

いするメッセージが発出され、７月と同様に法人向けて直接送付されるとともにホームページに掲載さ

れた。（ホームページ「公益法人 information」のトップページ又はホームページ「行政刷新」） 

＜付属資料８＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「大臣メッセージ」 

 

② 委員長談話 

平成２１年１１月２６日に、「公益法人制度施行後一年を迎えての委員長談話～民による公益の増進を

目指して～」、平成２２年１２月１日には、「新公益法人制度施行三年目を迎えて～民による公益の増進

を目指して～」を発出した。（表紙の次のページ参照）談話の中で、「柔軟かつ迅速」な審査を紹介し、

申請の早期検討をお願いするとともに、「寄附文化」が醸成された社会形成に向け、委員会としても審査

を通じて取り組んでいくことを表明した。 

 

 

（３）柔軟かつ迅速な審査 

委員会においては、「民による公益の増進」という新公益法人制度の趣旨にかんがみ、審査に当たっ

ては、各法人の活動実態を踏まえ、それぞれの創意工夫や自主性をできる限り尊重し、「暖かく」審査に

臨んでいる。  

また、本質的な論点に絞り込んでメリハリをつけた審査を図り、申請から 4 か月を目安としてスピー

ディーに審査を進めることを目指している。 

平成２２年４月から７月に内閣府において受け付けられた 165 件の申請（移行認定、移行認可及び

公益認定）については、平成２２年１１月末時点で 104 件（約 65％）の答申を行い、その平均審査

日数は 102.2 日となっている。 

また、平成２２年１０月からは、法人の希望する移行登記日に応じて、内閣府において移行認定・移

行認可の処分日が調整されることにより、委員会審議の平準化を図るとともに、迅速な審査を実施して

いる。 

 ＜付属資料９＞・・・・・「新しい公共」円卓会議における提案と制度化等に向けた政府の対応」に係

る各府省の取組状況（第 1 回「新しい公共」推進会議（（2010 年 10 月 27
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日））資料） 

 

① 法人に対する情報提供の充実 

早期申請を促すため、委員会では法人関係者の申請に向けた検討に資するよう、各種手段により情

報提供の充実を図ってきた。 

 

ア．申請書類の記載例公表 

申請を目指す法人が移行認定等の申請書類を作成する際の参考となるよう、申請書類の記載例を

ホームページ「公益法人 information」で公表している。 

 

イ．よくある誤解への回答 

申請を目指す法人によく見られる誤解について、一問一答形式で分かりやすく解説し、ホームペ

ージ「公益法人 information」や公益認定等委員会だよりで公表している。 

 

ウ．公益認定等委員会だより 

委員会から法人関係者を中心に、積極的な情報発信をしていく観点から、定期的にニュースレタ

ーとして「公益認定等委員会だより」を発行している。これまでに「委員会だより（その１）」（平

成 21 年 9 月 18 日）から「委員会だより（その５）」（平成 23 年１月１日）まで発行している。

以下の記事を中心に掲載し、申請作業等に係る情報提供を行ってきた。 

（主な記事） 

・大臣、委員長からのメッセージ 

・外部の専門家による相談会など申請サポートの取組みの紹介 

・よくある誤解についての回答 

・申請書類に関する注意事項 

・その他申請作業の参考となる資料 

  ＜付属資料１０＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・「公益認定等委員会だより（その１～５）」 

 

エ．ホームページ「公益法人 information」 

内閣府と都道府県では、答申書・公示文書の公表や新制度等に関する FAQ・申請書類作成の手引

き 等 、 多 様 な 情 報 を 掲 載 す る ホ ー ム ペ ー ジ 「 公 益 法 人 information 」

（https://www.koeki-info.go.jp/）を共同で整備・運用している。行政庁への申請・届出等に係

る書類の作成及び提出を、オンラインを通じて行う電子申請機能も備えており、簡易で低コストの

申請が可能となっている。 

最近では、利用者の利便性を考慮し、平成 22 年５月及び平成 23 年１月に２度の改修を実施し

た。法人関係者がより使いやすいホームページとなるよう必要なコンテンツの配置の見直し、それ

に伴うトップページの改修を行ったほか、申請サポートの取組みの一環として、申請に役立つ各種

資料（申請書類の記載例、よくある誤解など）を紹介する新ページの追加などを実施した。 

 

② 相談機会の拡充 

申請検討中の法人に対しては、これまでも電話や窓口による相談が内閣府において行われているが、

委員会の柔軟かつ迅速な審査に向けた取組みに連携し、内閣府においても法人の検討状況に応じ、以

下のように相談等の機会の拡充が図られている。 
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ア．法人が開催する研修会等への講師派遣 

新制度の普及・啓発及び申請に向けたサポートを行うため、要望に応じ、法人等が開催する研修

会等に事務局職員を講師として積極的に派遣されてきたところであるが、平成 22 年度からは、法

人の事業類型に応じて開催される説明会への派遣も拡充されている。 

    （実績） 計１９回実施（平成 22 年 11 月 30 日時点） 

 

イ．民間の専門家を活用した相談会の開催 

早期かつ適切な申請に向け、個別法人の事情に即した制度周知がより一層必要な段階に至ってい

るため、平成 22 年度からは、内閣府が委嘱する専門家（弁護士、公認会計士、税理士等の専門的

知識を有する者）を相談員とした相談会が開催されている。 

    （実績） 計１０回開催、延べ６９７法人が参加（平成 22 年 11 月 30 日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内内    閣閣    府府  

相相談談員員  委託（相談会業務） 

相談員派遣

委嘱（公募→研修→登録・委嘱）

 

＜＜  民民間間のの専専門門家家をを活活用用ししたた相相談談会会  ＞＞  
 

○  月１～２回程度開催（１回３時間程度、１法人あたり１時間程度） 
１回あたり相談員２０人程度で対応（ブース形式） 

→ １回当たり約６０法人の相談に対応 

受受  託託  者者  

（平成 22 年度） 

・法律系 

弁護士（77 名）・司法書士（2 名）等 

・会計系 

公認会計士（55 名）・税理士（28 名） 
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ウ，法人向けの電話相談、窓口相談 

法人向けの電話相談及び窓口相談が実施されている。なお、窓口相談の受付については、受付電

話が集中し、電話がつながらないなどの指摘があったため、これまでの電話によるものから、イン

ターネット等を活用した「窓口相談受付システム」に改め、平成２２年１１月相談分から運用が開

始された。 

    ＜付属資料１１＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「相談連絡先一覧」 

 

③ その他 

新しい公益法人制度への円滑な移行に関するアンケート 

特例民法法人のうち、平成２２年９月時点で国が所管し、かつ、移行認定・移行認可のいずれの

申請も行っていない法人（６，０５１法人）に対し、申請予定年度、申請予定先行政庁、現在の検

討状況等を把握するため、内閣府においてアンケートが実施された。 

（アンケート調査の概要） 

調 査 数：６，０５１法人 

回 収 数：３，５０９法人（回収率：約５９％）※中間集計結果 

調査期間：平成２２年９月１３日～２４日 

調査方法：電子メール、ＦＡＸ又は郵送 

    ＜付属資料１２＞・・「新しい公益法人制度への円滑な移行に関するアンケート 中間集計結果」 

 

３． 都道府県の合議制機関 

（１）都道府県の合議制機関の概要 

都道府県においても、認定法の規定に基づき、合議制の機関が設置されており、公益認定等に係る

都道府県知事からの諮問について審議し、答申を行うとともに、公益法人等に対する監督を実施して

いる。 

＜付属資料１３＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「都道府県の合議制機関名簿」 

 

（２）委員会と都道府県の合議制機関との連携 

新制度においては、法に基づく制度の実施に当たっては、地域間の均衡を図る必要があるため、新

制度における委員会等の役割や、審査のあり方について理解を深め、委員相互の意思疎通を図るべく、

公益認定等委員会の委員と都道府県の合議制機関の委員による意見交換会を全国７ブロックで実施す

るとともに、都道府県向けの説明会や電子システムを活用した情報共有を進めた。 
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第２章 委員会の事務処理状況 

第１節 移行認定・移行認可・公益認定申請等 

 

１． 申請等の概要 

（１）移行認定申請 

特例民法法人が新制度の公益法人、すなわち公益社団法人又は公益財団法人への移行を希望する場

合は、移行期間（平成 20 年 12 月 1 日から平成 25 年 11 月 30 日までの５年間をいう。以下同じ。）

中に、所要の申請書を行政庁に提出して、行政庁の認定（以下「移行認定」という。）を受ける必要

がある。（整備法§44、99、103） 

 

（２）移行認可申請 

特例民法法人が新制度の一般法人、すなわち一般社団法人又は一般財団法人への移行を希望する場

合は、移行期間中に、所要の申請書を行政庁に提出して、行政庁の認可（以下「移行認可」という。）

を受ける必要がある。（整備法§45、115、120） 

 

（３）移行登記完了届出 

特例民法法人が公益法人への移行認定又は一般法人への移行認可を受けたときは、当該特例民法法

人についての解散の登記及び名称変更後の公益法人又は一般法人についての設立の登記を行う必要

がある。（整備法§１０６Ⅰ） 

そして、当該解散の登記及び設立の登記をした後、登記事項証明書を添付して、遅滞なく行政庁に

その旨を届け出る必要がある。（整備法§１０６Ⅱ） 
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＜図２＞  「 移 行 措 置 の 概 要 」 

 

社団法人・財団法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特例民法法人 

○名称は、従来の「社団法人～」、「財団法人～」 を使用できる。 

○引き続き従来の主務官庁による監督が行われる。 

○定款の記載、機関設計等は基本的に従前のとおり。 

移行認定申請 移行認可申請 

＜認定の基準＞ 

○定款の変更の案の内容が法人法及び認定法に

適合するものであること 

○認定法における公益認定の基準に適合するも

のであること 

＜認可の基準＞ 

○定款の変更の案の内容が法人法に適合するもの

であること 

○公益目的財産額(※1)が零を超える法人は、作成

した公益目的支出計画(※2)が適正であり、かつ、

計画を確実に実施すると認められるものである

こと 

認定 認可 

登記 

公益社団法人・公益財団法人 

○公益認定の基準を遵守する必要 

○適正な運営を確保するために必要な限度で、行政

庁の監督を受ける 

＜公益認定の基準のうち主なもの＞ 

・経理的基礎を有すること 

・技術的能力を有すること 

・特別の利益を与える行為を行わないこと 

・収支相償であると見込まれること 

・公益目的事業比率が 50％以上であると見込まれ 

ること 

・遊休財産額が制限を超えないと見込まれること 

一般社団法人・一般財団法人 

【公益目的財産額が零を超える法人の場合】 

①公益目的支出計画に基づき公益の目的のための

支出を実施 

②残余財産の帰属先について制限 

③公益目的支出計画の履行を確保するために必要

な行政庁の監督 

→公益目的支出計画の実施の完了が確認されれば、

①～③の義務等は解除 

施行日（平成 20 年 12 月 1 日） 

・新制度施行後５年間（移行期間）は特段の手続をとることなく特例民法法人として存続で

きる。 

・ただし、移行期間の終了までに移行申請を行わなかった場合には解散となる。 

不認定・不認可となった場合でも、

移行期間内であれば再申請可能 

（※1）法人の移行時の純資産額を基礎に計算した額 

（※2）公益目的財産額に相当する金額を公益の目的のために消費していく計画 
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（４）公益認定申請 

公益目的事業を行う一般法人が公益認定を希望する場合は、所要の申請書を行政庁に提出して、行

政庁の認定（以下「公益認定」という。）を受けることができる。（認定法§4、７）この申請は、特

例民法法人からの移行認定又は移行認可の申請と異なり、移行期間中に限られない。 

 

なお、行政庁は、移行認定・移行認可・公益認定申請に対する処分を行う場合には、欠格事由に該

当する場合等を除き、公益認定等委員会又は都道府県の合議制の機関（以下、「委員会等」という。）

に諮問しなければならない。（認定法§４３Ⅰ①、整備法１３３Ⅱ） 

 

２． 事務処理状況 

平成 21 年 12 月１日から平成 22 年 11 月 30 日までの１年間における、上記の申請等に係る国・

都道府県への申請・届出、諮問、答申及び処分の件数は、表１のとおりである。 

なお、具体の答申書・公示文書については、ホームページ「公益法人 information」において参照す

ることができる。 

 

＜表１＞  「国・都道府県別事務処理区分別件数」 

    

申請件数 諮問件数 答申件数 処分件数 申請件数 諮問件数 答申件数 処分件数 申請件数 諮問件数 答申件数 処分件数

内閣府 435 238 236 232 172 67 60 54 30 34 35 33
北海道 17 14 15 14 14 13 11 11 0 1 1 1
青森県 8 7 6 6 7 2 2 2 0 0 0 0
岩手県 10 3 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0
宮城県 7 7 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0
秋田県 2 0 0 0 3 2 2 2 0 0 0 0
山形県 6 0 0 0 6 3 3 3 0 0 0 0
福島県 14 10 4 4 3 1 1 1 0 0 0 0
茨城県 5 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0
栃木県 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0
群馬県 6 4 4 4 4 2 3 3 0 0 0 0
埼玉県 11 4 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0
千葉県 21 6 4 3 6 2 2 2 0 0 0 0
東京都 128 73 73 34 25 16 16 12 2 2 2 1

神奈川県 38 23 11 11 5 3 1 1 3 2 1 1
新潟県 13 12 7 6 3 2 2 0 0 0 0 0
富山県 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
石川県 12 8 9 7 4 1 1 1 1 1 1 1
福井県 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0
山梨県 8 6 6 5 3 2 1 1 0 0 0 0
長野県 25 4 4 4 10 3 3 3 1 0 0 0
岐阜県 15 10 7 6 11 9 4 1 0 0 0 1
静岡県 7 6 5 5 7 5 3 3 0 0 0 0
愛知県 5 4 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0
三重県 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
滋賀県 36 14 11 9 3 2 1 0 0 0 0 0
京都府 69 13 12 10 3 1 1 1 3 1 1 1
大阪府 21 13 11 9 8 3 3 2 0 0 0 0
兵庫県 33 20 20 20 15 6 7 7 1 0 1 1
奈良県 27 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

和歌山県 7 3 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1
鳥取県 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0
島根県 9 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
岡山県 6 4 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0
広島県 36 13 13 10 13 4 4 4 2 1 1 1
山口県 2 0 0 0 4 2 2 2 0 0 0 0
徳島県 20 7 5 4 1 1 1 0 1 0 0 0
香川県 13 13 8 8 3 2 1 1 1 1 1 1
愛媛県 13 6 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
高知県 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡県 24 11 11 10 3 2 2 2 2 0 0 0
佐賀県 4 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1
長崎県 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊本県 8 2 3 3 5 1 1 1 0 0 0 0
大分県 6 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
宮崎県 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

鹿児島県 10 11 10 8 1 1 1 1 1 1 1 1
沖縄県 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

全国合計 1,167 594 544 480 369 167 148 129 52 47 48 46
都道府県計 732 356 308 248 197 100 88 75 22 13 13 13

（参考）事務処理区分別件数（平成20年12月１日から平成22年11月30日までの２年間）

申請件数 諮問件数 答申件数 処分件数 申請件数 諮問件数 答申件数 処分件数 申請件数 諮問件数 答申件数 処分件数

内閣府 564 278 274 267 215 78 71 63 54 45 44 42
全国合計 1,405 683 620 553 424 189 167 147 94 68 66 63

都道府県計 841 405 346 286 209 111 96 84 40 23 22 21

移行認定申請 移行認可申請 公益認定申請

移行認定申請 移行認可申請 公益認定申請

 

※ 申請件数は、全申請件数から取下げのあった件数を除した申請法人数を示す。 

＜付属資料１４＞・・・・・・・・平成 22 年 11 月 30 日までに移行の認定・認可等を受けた法人の一覧 
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第２節 移行認定又は公益認定後の届出等 

１． 変更認定申請 

（１）概要 

公益法人は、一定の事項（ex.公益目的事業の種類又は内容）を変更する場合は、変更前にあらか

じめ、所要の申請書を行政庁に提出して、その認定（以下「変更認定」という。）を受ける必要があ

る。（認定法§１１Ⅰ） 

行政庁は、変更認定の申請に対する処分を行う場合には、委員会等に諮問しなければならないこと

とされている。（認定法§４３Ⅰ①） 

 

（２）事務処理状況 

    平成 21 年 12 月１日から平成 22 年 11 月 30 日までの１年間に、内閣府へ９件、都道府県へ１

４件の申請が行われ、うち内閣府の８件について認定の答申を行い、都道府県の９件についてそれぞ

れの合議制機関から認定の答申が行われている。また、制度施行の平成 20 年 12 月１日から平成 22

年 11 月 30 日までの２年間では、内閣府へ１０件、都道府県へ１４件の合計２４件の申請がなされ

ている。うち内閣府の９件について認定の答申を行い、都道府県の１０件についてそれぞれの合議制

機関から認定の答申が行われている。 

 

２． 変更届出 

（１）概要 

変更認定の必要がない場合であっても、公益法人は、一定の事項（ex.認定法施行規則§７の事項、

名称又は代表者の氏名）に変更があった場合には、遅滞なく、行政庁に届け出る（以下「公益法人に

よる変更届出」という。）必要がある。（認定法§１３） 

行政庁は、公益法人による変更届出の提出があった場合には、その写しを委員会等に送付しなけれ

ばならないこととされている。（認定法§４５Ⅰ） 

  

（２）事務処理状況 

平成 21 年 12 月１日から平成 22 年 11 月 30 日までの１年間に、内閣府へ２１３件、都道府県

へ２０４件の合計４１７件の届出がなされている。また、制度施行の平成 20 年 12 月１日から平

成 22 年 11 月 30 日までの２年間では、内閣府へ２３０件、都道府県へ２２５件の合計４５５件

の届出がなされている。 

 

３． 事業計画書等の提出 

（１）概要   

公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度の事業計画書、収支予算書及び資金

調達及び設備投資の見込みを記載した書類（以下「事業計画書等」という。）を作成し、行政庁へ提

出する必要がある。（認定法§２１Ⅰ、２２Ⅰ） 

行政庁は、事業計画書等の提出があった場合には、その写しを委員会等に送付しなければならない

こととされている。（認定法§４５Ⅰ） 
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（２）事務処理状況 

平成 21 年 12 月１日から平成 22 年 11 月 30 日までの１年間に、内閣府へ８４件、都道府県へ

７７の合計１６１件の提出がなされている。また、制度施行の平成 20 年 12 月１日から平成 22 年

11 月 30 日までの２年間では、内閣府へ８６件、都道府県へ７８件の合計１６４件の提出がなされ

ている。 

 

４． 事業報告等の提出 

（１）概要 

公益法人は、毎事業年度経過後３ヶ月以内に、当該事業年度の財産目録、役員等名簿、役員等の報

酬等の支給の基準を記載した書類、キャッシュ・フロー計算書、運営組織及び事業活動の状況の概要

及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類、社員名簿並びに法人法で定める計算書類

等（以下「事業報告等」という。）を作成し、行政庁に提出する必要がある。（認定法§２１Ⅱ・§２

２Ⅰ） 

行政庁は、事業報告の提出があった場合には、その写しを委員会等に送付しなければならないこと

とされている。（認定法§４５Ⅰ） 

   

（２）事務処理状況 

平成 21 年 12 月１日から平成 22 年 11 月 30 日までの１年間に、内閣府へ７２件、都道府県へ

６９件の合計１４１件の提出がなされている。また、制度施行の平成 20 年 12 月１日から平成 22

年 11 月 30 日までの２年間では、内閣府へ７４件、都道府県へ７１件の合計１４５件の提出がなさ

れている。 

 

５． 合併の届出等 

（１）概要 

公益法人は、合併をしようとするときは、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出る必要がある（認

定法§２４Ⅰ）。また、公益法人が合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結したときは、

当該公益法人は、当該新設合併により設立する法人が当該新設合併により消滅する公益法人の地位を

承継することについて、行政庁の認可を申請することができる。（認定法§２５Ⅰ） 

行政庁は、合併の届出があった場合には、その写しを委員会等に送付しなければならないこととさ

れている。（認定法§４５Ⅰ）また、消滅公益法人の地位承継の認可申請に対する処分を行う場合に

は、委員会等に諮問しなければならないこととされている。（認定法§４３Ⅰ①） 

 

   

（２）事務処理状況 

平成 21 年 12 月１日から平成 22 年 11 月 30 日までの１年間に、内閣府へ２件、都道府県へ１

件の合計３件の届出がなされ、内閣府へ１件の認可申請がなされている。 
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第３節 移行認可後の届出等 

１． 公益目的財産額の確定 

（１）概要 

移行法人（移行認可を受けて移行の登記をした一般法人であって公益目的支出計画の実施の完了の

確認を受けていないものをいう。以下同じ。）は、移行の登記の日の前日を算定日として、同日の貸

借対照表に基づき公益目的財産額（確定額）を再度算定し、移行の登記の日から 3 ヶ月以内に、公

益目的財産額等の確定に係る必要書類を行政庁に提出する必要がある。（整備法施行規則§33）。 

   

（２）事務処理状況 

平成 21 年 12 月１日から平成 22 年 11 月 30 日までの１年間に、内閣府へ３４件、都道府県へ

５３件の合計８７件の提出がなされている。また、制度施行の平成 20 年 12 月１日から平成 22 年

11 月 30 日までの２年間では、内閣府へ３９件、都道府県へ５８件の合計９７件の提出がなされて

いる。 

 

２． 変更認可申請 

（１）概要 

移行法人は、公益目的支出計画の変更（軽微なものを除く。）をしようとするときは、変更前にあ

らかじめ、所要の申請書を認可行政庁に提出して、その認可（以下「変更認可」という。）を受ける

必要がある。（整備法§１２５Ⅰ） 

行政庁は、変更認可の申請に対する処分を行う場合には、委員会等に諮問しなければならないこと

とされている。（整備法§１３３Ⅲ①） 

 

（２）事務処理状況 

    平成 21 年 12 月１日から平成 22 年 11 月 30 日までの１年間に、内閣府へ１件、都道府県へ１

件の合計２件の申請が行われ、うち都道府県への申請１件について、認可の答申が行われている。 

 

３． 変更届出 

（１）概要 

移行法人は、公益目的支出計画や、法人の名称等、整備法等で定める一定の事項（ex 収支見込み）

に係る変更について、移行認可を受けた行政庁（以下「認可行政庁」という。）に対し、事前又は事

後に届け出る（以下「移行法人による変更届出」という。）必要がある。（整備法§125Ⅲ等） 

認可行政庁は、移行法人による変更届出の提出があった場合には、その写しを委員会等に送付しな

ければならないこととされている。（整備法§１３５Ⅰ） 

 

（２）事務処理状況 

平成 21 年 12 月１日から平成 22 年 11 月 30 日までの１年間に、内閣府へ６件、都道府県へ２

件の合計８件の届出がなされている。また、制度施行の平成 20 年 12 月１日から平成 22 年 11 月
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30 日までの２年間では、内閣府へ１０件、都道府県へ５件の合計１５件の届出がなされている。 

 

４． 計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の提出 

（１）概要 

移行法人は、毎事業年度の経過後３か月以内に、当該事業年度の計算書類等及び公益目的支出計画

実施報告書を許認可行政庁に提出しなければならない。（整備法§127Ⅲ）。 

認可行政庁は、移行法人による計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の提出があった場合に

は、その写しを委員会等に送付しなければならないこととされている。（整備法§１３５Ⅰ） 

 

（２）事務処理状況 

平成 21 年 12 月１日から平成 22 年 11 月 30 日までの１年間に、内閣府へ１０件、都道府県へ

１２件の合計２２件の届出がなされている。 
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第４節 監督 

１． 報告の徴収 

（１）概要 

移行認定又は公益認定を受けた法人については、法人の事業の適正な運営を確保するために必要な

限度において、当該法人に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、又は当

該法人の事務所に立ち入り、その運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検

査し、若しくは関係者に質問することができる。（認定法§２７Ⅰ・§５９Ⅰ） 

また、移行法人については、公益目的支出計画の適正な履行を図る観点から必要な限度において、

当該移行法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を求め、当該移行法人の事務所に立ち

入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質

問することができる。（整備法§１２８Ⅰ） 

 

  （２）事務処理状況 

公益法人に対して、平成 21 年 12 月１日から平成 22 年 11 月 30 日までの１年間に、委員会か

ら 4 件の報告を求めている。（移行法人については未実施） 

 


